
医療情報取得加算に関する掲示 

 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、マイナ保険証による

診療情報等または問診票等を通して、患者さんの診療情報を取得・活

用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。 

厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記のとおり診療報

酬点数を算定いたします。 

 

    ○ 初診時             1 点 

    ○ 再診時（３ヶ月に１回に限り算定）1 点 

     ※マイナ保険証の利用の有無に関わらず 

 

今後も正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご

協力をお願いいたします。 

 

 

一般名処方加算に関する掲示 

 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供

給に向けた取り組みなどを実施しており、後発医薬品のある医薬品に

ついて、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとに

した一般名処方（お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に

記載すること）を原則としています。この一般名処方にすることによ

り、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な

医薬品を提供しやすくなります。 

 

    ○ 一般処方名加算１       10 点 

    ○ 一般処方名加算２        8 点 


